
基幹系ネットワーク機器賃貸借入札仕様書 

 

 

この仕様書は、宮崎市（以下「発注者」という。）における基幹系ネットワーク機器賃貸借について、

必要な仕様を定める。 

 

１．契約の範囲 

本契約の範囲は、機器の借入、搬入、設置及び発注者に対する諸手続きを含むものとする。本仕様 

に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるものについては、受注者に 

おいて充足するものとする。 

 

２．リース期間 

機器のリース期間は、令和８年 10月１日から令和 13年９月 30日とする。 

 

３．機器の性能・数量 

調達機器は、別添「基幹系ネットワーク機器賃貸借機器仕様書（指定品）」（以下「機器仕様書」と

いう）を参照すること。　 
 

４．支払い 

賃貸料は、契約金額を毎月支払うものとする。 

 

５．機器の搬入 

（１）本調達機器の搬入と設置は、受注者の責任と負担において行うこと。 
 
（２）受注者は、すべての機器を納入期限までに設定作業場所へ搬入すること。A～I のグループ分けに

ついては、「別表１　設置場所一覧」を参照すること。 
 
① 一次納品 

　　　対象機器：A、C、D、E、F 
　　　搬入先　：富士物流センター 
　　　住　所　：〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代 2-1-15 
　　　納入期限：令和８年７月３１日までの発注者・受注者で協議のうえ定めた日 
　 
　　　対象機器：B、G、H、I 
　　　搬入先　：熊本計算センター 
　　　住　所　：〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺１丁目７−２６ 
　　　納入期限：令和８年７月３１日までの発注者・受注者で協議のうえ定めた日 
 
② 二次納品 

　　　対象機器：A、C、D、E、F 
　　　搬入先　：熊本計算センター 
　　　住　所　：〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺１丁目７−２６ 
　　　納入期限：令和８年１０月１日までの発注者・受注者で協議のうえ定めた日 
 
③ 三次納品 
　　対象機器：全て 

　　　搬入先　：宮崎市総務部情報政策課 
　　　住　所　：宮崎県宮崎市橘通西一丁目１番１号 
　　　納入期限：令和８年１１月１日までの発注者・受注者で協議のうえ定めた日 
 
 
 
 
 
 
 



６．機器の納品にあたっての注意事項 
（１）一次納品、二次納品及び三次次納品にかかる費用については、受注者にて負担すること。 
 

（２）受注者は、発注者に引渡しを完了するまでの間、機器の保管、輸送、搬入、設置等に際し生じた 

事故についてその責を負うこと。 

 

（３）受注者は、業者名・リース期間など発注者が指示する必要な情報をラベルに記載し、機器に貼付 

けし納品するものとする。 

 

（４）本賃貸借契約期間が満了した後は、全ての機器を発注者に無償で譲渡すること。 

 

７．保守 

（１）本賃貸借契約において、指定品として調達する機器（以下「指定品」と表記）はリース期間中（５ 

年間）の保守を含むこと。 

 

（２）調達機器においては、リース期間中（５年間）、24 時間、365 日問い合わせ（オンラインも可）が 

可能であること。また、リース期間中の当該機器の障害時においては、発注者の要請に基づき、発 

注者の指定する場所に赴き、故障原因を特定し、当該機器またはそれを構成する部品等の調達・修 

理・交換等を受注者の負担により迅速に行い、正常な稼働状態を保証すること。 

保守方法：オンサイト保守（※　原則として当日中に復旧すること。） 

 

８．その他 

本仕様書に記載のない事項、または記載事項に疑義が生じた場合は、受注者はその都度発注者と協 

議するものとする。 

 

 

 

以上


